
                                  

仕 様 書  

 

１ 概 要 

（１）件名       第一学校給食センター外２か所電力購入（単価契約） 

（２）需要場所     第一学校給食センター 越谷市相模町三丁目４８番地１外２か所 

            ※履行場所詳細 
             ①第一学校給食センター 越谷市相模町三丁目 48番地 1 
             ②第二学校給食センター 越谷市大字大杉 470 番地 
             ③第三学校給食センター 越谷市大字砂原 520 番地 
 
（３）業種および用途  学校給食センター 

 

２ 仕 様 

（１） 供給電気方式、供給電圧、計量電圧、標準周波数、供給方式、蓄熱式負荷設備、非常用自

家発電設備および常用発電設備の有無 

① 供給電気方式        交流３相３線式 

② 供給電圧（標準電圧）    ６,６００ボルト 

③ 計量電圧（標準電圧）    ６,６００ボルト 

④ 標準周波数         ５０ヘルツ 

⑤ 供給方式          １回線方式 

⑥ 非常用自家発電設備の有無  有  
第一学校給食センター ４０ＫＷ 
第二学校給食センター ５６ＫＷ 
第三学校給食センター ５６ＫＷ 

⑦ 蓄熱式負荷設備の有無    無 

⑧ 常用発電設備の有無      無  

（２） 契約電力および予定使用電力量 

① 契約電力       別紙１のとおり 

           ※ただし、実際の取引においては、各月の契約電力はその 

           １月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、い 

ずれか大きい値とする。 

② 予定使用電力量  １，３６０，２７８ｋＷｈ （詳細は、別紙１のとおり） 

                     ※ただし、気象条件や社会経済条件によって増減する可能 

性があるため、月別使用電力量は都合により月別予定使用 

電力量を上回り、又は、下回ることができるものとする。 

（３）使用期間 

令和３年３月１日午前０時から令和４年２月２８日午後１２時まで 

（４）電力量等の検針 

電力会社の検針方式  遠隔自動検針 



 

（５）需給地点 

配電線より引込みした各施設の構内柱上設置の開閉器電源側接続点 

（６）電気工作物の財産分界点 

需給地点に同じ 

（７）保安上の責任分界点 

需給地点に同じ 

３ 支払方法  

完了払（毎月払） ※施設ごとに請求書を分け、給食課に送付し、支払についても給食

課から支払うものとする。 

   

４ 契約方法及び積算方法 

(１） 契約方法 

契約電力に対して年間を通じ単一の月額基本料金（単価）と、予定使用電力量に対す

る月別電力量料金（単価）を定める単価契約とする。 

なお、各施設、月ごとに契約電力及び使用実績に応じて支払うこととし、各施設の業

務用電力の単価は統一した価格とすること。 

 ※各施設における１か月の電気料金 

（    基本料      ）＋（    電力量料金      ） 

＝（ 契約電力に応じた料金 ）＋（使用量に応じて単価で支払う料金） 

（２） 積算方法 

別紙１の契約電力及び予定使用電力量等を基に、月額基本料金（単価）、月別電力量料

金（単価）を算出し、１年間の全施設に係る料金を積算すること。 

また、入札における落札価格は、入札書に記載された入札金額の１０パーセントに相

当する額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額とする）を加算し

た金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積金額の１１０分の１００（当該金額に１円未満の端数が生

じた場合は、切り上げた金額とする）に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、入札書の単価書に記載する金額は小数点第２位までの数値とすること。 

※見積金額の算出にあたっては、別紙内訳書に基本料金及び電力量料金の単価を入力

すること。その際、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気

事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮

しないこととする。 

統括表の合計額が自動で算出されるため、各施設の合計額を合算した金額の１１０分

の１００（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、切り上げた金額とする）に相当す

る金額を入札金額とする。 



※入札金額については、別紙内訳書の計算式において、こちらで設定した値を入力し

てあるため、力率割引を考慮した金額が算出されることとなる。 

（３） 電気料金の算定 

     料金その他を計算する場合の単価及びその端数処理は次のとおりとする。なお、各施

設ごとに計算する。 

    ・契約電力及び最大需要電力の単位は１キロワットとし、その端数は、小数点以 

     下第１位で四捨五入する。 

    ・使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で 

四捨五入する。 

    ・料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下 

を切り捨てる。 

       ・消費税額及び地方消費税額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨 

てる。 

    

５ その他 

（１） 供給に必要となる機器の設置及び運用に係る経費については、すべて供給業者の負 

担とする。 

（２） フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

（３） 仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する旧一般電気事業

者が定める特定規模需要の標準供給条件（電気需給約款）によるものとし、その他の疑

義については、双方協議のうえ決定するものとする。 

（４） 令和２年１０月現在の電力供給会社は、すべての施設において東京電力エナジーパート

ナー株式会社である。 



別紙１

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 第一学校給食センター 越谷市相模町三丁目４８番地１ 高圧A 321 19,711 26,516 39,974 39,580 21,719 33,407 35,787 32,099 32,845 19,271 30,733 21,917 353,559

3 第二学校給食センター 越谷市大字大杉470番地 高圧A 272 27,426 34,658 42,800 42,026 33,969 28,403 41,390 39,965 39,508 32,209 42,964 32,229 437,547

4 第三学校給食センター 越谷市大字砂原520番地 高圧A 313 41,414 42,305 56,054 59,375 45,448 34,178 57,247 53,601 49,513 41,195 43,822 45,020 569,172

906 88,551 103,479 138,828 140,981 101,136 95,988 134,424 125,665 121,866 92,675 117,519 99,166 1,360,278

施設別合計

合計

施設名称 需要場所（住所）
契約
種別

契約電
力
（ｋＷ）

使用予定電力量（ｋWh)　令和元年度実績による


